
◎基本料金

１日

５８９円

６５９円

７３２円

８０２円

８７１円

◎体制加算（吉備高原賀陽荘の体制により、以下の料金が上記基本料金に加算されます）

１日

精神科医師配置加算 ５円　

日常生活継続支援加算１ ３６円　

看護体制加算Ⅰ ４円　

看護体制加算Ⅱ ８円　

夜勤職員配置加算Ⅰ １３円　

個別機能訓練加算Ⅰ １２円　

栄養マネジメント強化加算 １１円　

褥瘡マネジメント加算Ⅰ

科学的介護推進加算Ⅰ

個別機能訓練加算Ⅱ

排せつ支援加算Ⅰ

協力医療機関連携加算

生産性向上推進体制加算Ⅱ

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ  計２，８９７円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

◎個別加算(個々の状況により、以下の料金が基本料金に加算されます）

退所時栄養情報連携加算　７０円／回
特別食を必要、又は低栄養状態にある利用者が、医療機関等
に退所する際、栄養管理に関する情報を提供した場合

看取り介護加算
死亡日　　　　　　　　１，２８０円
死亡日の前日・前々日　　　６８０円／日
死亡日前　４～３０日　　　１４４円／日
死亡日前３１～４５日　　　　７２円／日

入所者及び家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関する理解の
促進を図り、看取り介護の質を向上させるため、その体制構築・
強化を「計画」「実施」「監視」「改善」サイクルにより推進します

経口維持加算Ⅱ　　　　１００円／月
協力歯科医療機関を定め、上記の内容を実施し、会議に医師、
歯科医師、又は歯科衛生士が加わった場合

療養食加算　　　　　　　６円／１食
医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内容を有
する糖尿病食、腎臓病食等を提供した場合

退所時情報提供加算　　２５０円／回
医療機関へ退所する際、心身の状況、生活歴等を示す情報を
提供した場合

褥瘡マネジメント加算Ⅱ　１３円／月
褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、褥瘡の
発生がなかった場合。

口腔衛生管理加算Ⅱ　　１１０円／月
希望者に対し、歯科医師または歯科衛生士が、口腔衛生等の
管理を月2回以上行っています。

経口維持加算Ⅰ　　　　４００円／月
摂食・嚥下障害を有する利用者等に対して、経口維持のため多
職種が食事の観察や会議等に共同して取り組みます。

入院・外泊加算　　　　２４６円／日
入院(外泊）の際、基本料金はかかりませんが、入院（外泊）の翌
日から６日間(月をまたがる場合は最大１２日間）。

認知症チームケア推進加算Ⅱ　１２０円／月
日常生活自立度Ⅱ以上の方。認知症の行動・心理症状に対応
するチームを組み、ケアの振り返りや評価を行っています。

褥瘡マネジメント加算Ⅰ　　３円／月
褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、褥瘡ケア計画に従い
褥瘡管理を実施し、定期的に記録します。

　　　５円　

所定単位数の１０００分の１４０

初期加算　　　　　　　　３０円／日
入所日から３０日間、及び３０日を超える入院後の退院日から３
０日間。

安全対策体制加算　　　　２０円／回
入所時１回のみ。外部の研修を受けた担当者を配置し、組織的
に安全対策を実施する体制を整えています。

３円　

４０円　

２０円　

１０円　

５０円　

１０円　

　　　　　１，１１６円　

１２４円　

２４８円　

４０３円　

３７２円　

３４１円　

要介護４ ２４，８６２円

要介護５ ２７，００１円

１ヶ月(３１日分）

１５５円　

要介護１ １８，２５９円

要介護２ ２０，４２９円

要介護３ ２２，６９２円

吉備高原賀陽荘（介護老人福祉施設）　サービス利用料金表
施設利用料

介護度 自己負担額１割の場合

１ヶ月(３１日分）



☆高額介護サービス費制度

　介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されて います。

　１ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される 制度です。

現役並み所得者に相当する方が いる世帯の方

世帯のどなたかが 市区町村民税を課税されて いる方

世帯の全員が市区町村民税を 課税されていない方

24,600 円（世帯）

15,000 円（個人）※

生活保護を受給している方等

※　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、 　

　　「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

【多床室】 【個室】

１日 １ヶ月 負担段階 １日 １ヶ月

０円 ０円 第１段階 ３８０円 １１，７８０円

４３０円 １３，３３０円 第２段階 ４８０円 １４，８８０円

４３０円 １３，３３０円 第３段階 ８８０円 ２７，２８０円

９１５円 ２８，３６５円 第４段階 １，２３１円 ３８，１６１円

※入院（外泊）の際、その期間中、引き続き上記の居住費負担があります。

１日 １ヶ月

３００円 ９，３００円

３９０円 １２，０９０円

６５０円 ２０，１５０円

１，３６０円 ４２，１６０円

１，４４５円 ４４，７９５円

※上記の料金の１ヶ月は３１日計算です。

※施設利用に係る１ヶ月の自己負担額の計算は、以下のようになります。

＋ 居住費 ＋ 食費 ＝

※医療費等は、個々の状況により、必要に応じて自己負担となります。
※ご不明な点などございましたら、遠慮なくお尋ねください。

令和７年４月１日現在

施設利用料 自己負担額

※施設利用料の中には、おしめ代と洗濯代は含んでいます。その他、個人の日用品、嗜好品、施設で洗濯で
きない衣類等は別扱いとなります。

負担段階

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

負担段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

食費

44,400 円（世帯）※

44,40０ 円（世帯）

24,600 円（世帯）

前年の合計所得金額と公的年金 収入額の合計が年間８０万円 以下の方等

15,000 円（個人）

居住費

対象となる方 世帯の上限額


